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第１２回定例会議事日程 

 

１ 日  時    令和５年１１月８日（水）午前９時３０分 

２ 場  所    八王子市役所 議会棟４階 第３・第４委員会室 

３ 会議に付すべき事件 

第１ 第３１号議案 令和５年度１１月補正予算の調製依頼について 

第２ 第３２号議案 八王子市立学校教職員の処分の内申について 

第３ 第３３号議案 令和５年度（２０２３年度）八王子市教育委員会表彰に

ついて 

第４ 第３４号議案 八王子市生涯学習審議会への諮問について 

４ 協 議事 項 

・第４次八王子市教育振興基本計画策定にあたっての基本的な考え方につい

て                           （教育総務課） 

５ 報 告 事 項 

・学校活動支援団体等に対する東京都教育委員会感謝状贈呈に係る対象団体

の決定について                  （放課後児童支援課） 

                                      

 

    出席者 

      教 育 長     安 間 英 潮 

      教育長職務代理者     柴 田 彩千子 

      委      員     伊 東   哲 

      委      員     保 坂 曉 子 

      委      員     守 屋 香 里 

    教育委員会事務局出席者 

      学 校 教 育 部 長      今 川 邦 洋 

      学校教育部指導担当部長      西 山 豪 一 

      学校教育部学校施設整備担当部長      八 木 忠 史 
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      教 育 総 務 課 長      松 土 和 広 

      地 域 教 育 推 進 課 長      高 橋 健 司 

      学 校 施 設 課 長      武 井 博 英 

      学 校 給 食 課 長      東 郷 信 一 

      学 務 課 長      中 野 みどり 

      教 育 指 導 課 長      大日向 由紀子 

      教 職 員 課 長      櫻 田 俊 二 

      統 括 指 導 主 事      鴨 狩 淳 一 

      統 括 指 導 主 事      北 川 大 樹 

      統 括 指 導 主 事      狩 野 貴 紀 

      生涯学習スポーツ部長      平 塚 裕 之 

      生涯学習スポーツ部スポーツ担当部長       志 萱 龍一郎 

      日本遺産推進担当課長      秋 山 和 英 

      生 涯 学 習 政 策 課 長      鶴 田 徳 昭 

      放 課 後 児 童 支 援 課 長      倉 田 直 子 

      ス ポ ー ツ 振 興 課 長      谷   靖 之 

      スポーツ施設管理課長      佐 取 久 満 

      学 習 支 援 課 長      松 井 洋 一 

      文 化 財 課 長      叶     清 

      こ ど も 科 学 館 長      飯 塚 由 則 

      図 書 館 課 長      一 杉 昇 子 

      図書館企画調整担当課長      堀 内 栄 史 

      図 書 館 分 館 担 当 課 長      鈴 木 秀 吾 

      教 育 指 導 課 指 導 主 事      大野木   寛 

      教 育 指 導 課 指 導 主 事      上 野 仁 弥 

      教 育 総 務 課 主 査      三 枝 信 博 

      生涯学習政策課課長補佐兼主査      田 島 裕 子 

      放課後児童支援課課長補佐兼主査      北 野   領 

      教育総務課課長補佐兼主査      長 井 優 治 
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      教 育 総 務 課 主 任      寺 田 美 緒 

      教 育 総 務 課 主 事      国 広 実 莉 

      教育総務課会計年度任用職員      羽 山 あゆ美 
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【午前９時３０分開会】 

○安間教育長  大変お待たせいたしました。本日の出席は５名でありますので、本日の

委員会は有効に成立をいたしました。 

    只今より、令和５年度第１２回定例会を開催いたします。 

    はじめに、議事録署名委員の指名をいたします。本日の議事録署名委員は、保坂

曉子委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

    本市では、地球温暖化対策、省資源対策の一環として節電等に取り組んでおりま

す。本定例会におきましても、照明の一部消灯を実施いたしておりますので、御理

解いただきますよう、お願いいたします。 

    本日の議事でございますが、第３１号議案は、いまだ意思形成過程のため、第３

２号議案及び第３３号議案は、審議内容が個人情報に及ぶため、地方教育行政の組

織及び運営に関する法律第１４条第７項及び第８項の規定により、非公開といたし

たいと思いますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。 

    それでは、議事を進行いたします。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  日程第４ 第３４号議案 八王子市生涯学習審議会への諮問について、

を議題に供します。 

    本案について、生涯学習政策課から説明願います。 

○鶴田生涯学習政策課長  第３４号議案八王子市の生涯学習振興の基本方策について、

八王子市生涯学習審議会条例第２条の規定に基づき、教育委員会から諮問するこの

ことにつきまして、詳細は担当から御説明いたします。 

○田島生涯学習政策課課長補佐兼主査  第３４号議案八王子市生涯学習審議会への諮問

について、御説明いたします。議案関連資料、八王子市の生涯学習振興の基本方策

について（諮問）を御覧ください。 

    現行の八王子市生涯学習プラン、読書のまち八王子推進計画の計画期間は、令和

２年度から令和６年度までの５か年となっております。 

    令和７年３月の両計画の改定に向け、例年実施している生涯学習関連事業評価や、
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教育に関する点検評価の中間分析、また、国の動向や未来デザイン２０４０、現行

プランの課題等を踏まえ、誰一人取り残されない生涯学習の推進に関すること、生

涯学習における学校、家庭及び地域の連携・協働に関すること、読書のまち八王子

の推進に関することの３点を中心に、八王子市生涯学習審議会に諮問するものであ

ります。 

    ３の質問内容を御覧ください。 

    (１)誰一人取り残されない生涯学習の推進に関することでは、年齢や障害、国籍

を問わず学び、また学び直すことができ、学びの成果を地域や社会で生かすという

社会的包摂を念頭に置いた学習環境づくりを諮問するものとなっております。 

    (２)生涯学習における学校、家庭及び地域の連携・協働では、地域学校協働活動

の一層の推進、子どもの居場所づくりと体験活動のあり方、学校部活動と地域の生

涯学習活動の連携、家庭教育支援といった子どもに関する内容を諮問します。 

    また、審議に当たっては、地域の方々が学んだ成果を子どもの体験活動や、家庭

教育支援に生かせるような方策について意見を求めてまいります。 

    次に、(３)読書のまち八王子の推進に関することでは、全ての時代への切れ目な

い読書活動の推進に加え、地域の情報拠点としての図書館のあり方、ＤＸ・バリア

フリー推進を踏まえた読書環境整備を図ります。 

    さらに、今後の生涯学習の振興について、読書関連施策をほかの施策と関連づけ、

分野横断的に推進していくため、次期計画では八王子市生涯学習プランと読書のま

ち八王子推進計画の統合を視野に、生涯学習と読書活動の一体的推進について意見

を求めてまいります。 

    説明は以上でございます。 

○安間教育長  只今、生涯学習政策課からの説明は終わりました。 

    本案についての御質疑、御要望等ございましたらお伺いいたします。いかがでし

ょうか。 

    よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、私からの要望が１点。ぜひこの審議会の中で、「特に」という

形で議論していただきたいのですが、「学びの成果を地域や社会で活かし、地域社会
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の担い手として活躍するための仕組み」の「地域社会の担い手として活躍するため

の仕組み」の中には、今皆様方が取り組んでくれている「学校教育」が入っている

のだということをぜひ強調して、委員の方々に協議をしてもらいたい。この前もこ

の会議で言いましたが、自分たちが学んだことを子どもたちに伝えるということは、

ものすごくやりがいのあることだろうと私は思うのですよ。そのような機会をぜひ

作ってもらいたい。学校もそのような人がいるとなれば、頼みやすいですよね。今、

部活のほうでも行うと思うのですが、そのような人材バンクみたいなものを一覧に

して、このような人たちがこのような講義を学校でしてくれると。単発で良いので

すよ。年間通じてという話ではなくて、都合の合う日に行なってもらう。そのよう

な仕組みを、ぜひ仕上げてもらいたい。 

    また、学校の部活動も「学校活動」という名前で言っていますが、生涯学習の中

にある部分なのだと、そこもぜひ、審議の時に強調していただきたい。かなり広い

視野で今あるものにこだわらず、形にこだわらずに、新たな市民活動を作っていく

というような理念を、ぜひ審議会の委員の方々に議論をしていただきたい。そのよ

うな思いがあるということを、ぜひお伝えをいただければと思います。 

    それでは、本諮問事項、諮問文に関する御意見をいただきたいと思います。いか

がでしょうか。 

    こちらもよろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは御意見もないようでございますので、お諮りをいたします。 

    只今議題となっております、第３４号議案については提案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。 

    よって、第３４号議案については、そのように決定することにいたしました。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  続いて協議事項となります。 

    第４次八王子市教育振興基本計画策定にあたっての基本的な考え方について、を

議題に供します。 
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    本件について、教育総務課から説明願います。 

○松土教育総務課長  教育総務課のほうから、第４次八王子市教育振興基本計画策定に

あたっての基本的な考え方につきまして、担当の三枝主査から御説明いたします。 

○三枝教育総務課主査  それでは、第４次八王子市教育振興基本計画策定にあたっての

基本的な考え方について、御説明をさせていただきます。 

    資料の１ページを御覧ください。 

    まずは１、策定趣旨でございます。 

    八王子市教育委員会では、令和２年３月に現行の第３次八王子市教育振興基本計

画を定め、今後１０年間を通じて目指す教育の姿を展望した上で、５年間に取り組

む具体的な施策を示しております。この第３次教育振興基本計画は、令和６年度を

もって計画期間が終了となることから、令和７年度からを計画期間とする第４次計

画を作成してまいります。 

    次に２、教育振興基本計画の位置づけでございます。 

    まずは教育基本法第１７条第２項に基づく計画、次に教育目標及び基本方針に基

づく計画。そして、八王子市基本構想基本計画、八王子未来デザイン２０４０の個

別計画という３つの位置づけがございます。なお、その下には本計画と関連計画と

の相関関係を図で示させております。 

    続いて、２ページをお開きください。 

    次に協議事項でございます。 

    (１)策定にあたっての基本的な考え方でございます。 

    まずはア、国の第４期教育振興基本計画を反映、でございます。２０４０年以降

の社会を見据えた教育政策における総括的な基本方針として、持続可能な社会の創

り手の育成及び日本社会に根ざしたウェルビーイングの向上を掲げるとともに、グ

ローバル化する社会の持続的な発展に向けて学び続ける人材の育成など、５つの基

本方針に沿って策定され、令和５年６月に閣議決定されました、国の第４期教育振

興基本計画の内容を反映させるとともに、社会状況や現計画である第３次計画の進

捗状況などを踏まえて、見直すことといたします。 

    次にイ、本市教育委員会の教育目標の実現に向け基本方針に基づき策定、でござ

います。 
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    学校教育と社会教育の密接な連携のもと、子どもたちが自分らしさを発揮し、未

来に対して夢を持って生きることのできる社会と、全ての市民が生涯にわたって心

豊かな人生を送るための生涯学習社会の実現を目指し、教育目標を「あふれる元気・

かがやく心・仲間とともに・はばたけ未来へ」を掲げるとともに、この教育目標を

達成するために、人権尊重の精神の育成、社会貢献の精神の育成など、４つの基本

方針を定めております。この目標や方針に沿って教育振興基本計画の見直しを進め

てまいりたいと考えております。 

    次に３ぺージをお開きください。 

    ウ、八王子市本構想・基本計画「八王子未来デザイン２０４０」に掲げた都市像

を実現するため、かつ、八王子市総合教育大綱に掲げた施策を推進するための個別

計画として策定、でございます。八王子未来デザイン２０４０は、市政運営の基本

的な運営方針である基本構想を実現するための基本計画として、令和５年３月に策

定をいたしました。この八王子未来デザイン２０４０では、目指す都市像の１つと

して、第３点に「活き活きと子どもが育ち、学び豊かな心を育むまち」の実現を目

指すものとしております。 

    また、八王子市総合教育大綱では、本市では、八王子未来デザイン２０４０にお

ける第３点を国の考え方に沿うものとして本市の総合教育大綱としております。 

    教育振興基本計画は、この都市像「活き活きと子どもが育ち、学び豊かな心を育

むまち」の実現に向け、八王子未来デザイン２０４０及び八王子市総合教育大綱の

個別計画として位置づけ、教育委員会が所管する政策についての基本的な計画とし

て策定をしてまいります。 

    次に計画期間でございます。今回策定する第４次計画は、令和７年度から令和１

１年度までの５年間を計画期間としたいと考えております。 

    最後に(２)の検討組織及び委員の構成、でございます。 

     策定に当たっては、第３次計画と同様に学識経験者をはじめ、小・中学校の校

長、学校運営協議会委員、児童・生徒の保護者や一般公募市民で構成する策定検討

会に、意見または助言を求め、検討を進めてまいりたいと思います。 

    最後に４ページをお開きください。 

    今後のスケジュールでございます。来年４月に策定検討会を立ち上げ、随時策定



 ９

検討会での内容を教育委員会定例会に報告をしながら、素案の作成、パブリックコ

メントを行い、令和７年２月に策定の予定でございます。 

    説明は以上でございます。 

○安間教育長  只今、教育総務課からの説明は終わりました。 

    本件について、御質疑、御要望等ございましたらお伺いいたします。 

○伊東委員  御説明ありがとうございました。 

    内容についてはこのような形になるのだろうと思いますが、要望として少しお話

をさせていただければと思います。第４期の教育振興基本計画の中でも示されてお

りましたが、教育における不易と流行ということを考える時に、教育における不易

とは、教育基本法に示されている内容であって、この教育振興基本計画というのは

直近の目標や、あるいは想定される１０年後２０年後の目標を達成するための、い

わゆる流行の部分に当たるものが記載されるべきであるというようなことが書かれ

ています。そのような意味から、国の教育振興基本計画の示された概要というもの

をどこまで、「参酌」という言い方をしているわけですけれども、そっくりそのまま

書かなくても良いようですが、できるだけそういったものを踏まえた八王子市の教

育振興基本計画になると良いと思っています。 

    その際、本市の教育目標や未来デザインとの関連の中で、例えば学校は一体どの

ようなことを、八王子市におけるその流行の部分として達成していかなければいけ

ないのかというような、この国、それから本市の基本教育計画、こういったものを

関連づけた振興基本計画にしていただき、例えば学校やそのような生涯学習といっ

たところの各部署が分かりやすい取組ができるようなものにしていただきたいとい

うのが、私からの要望であります。御検討いただければと思います。 

○安間教育長  ありがとうございます。 

    他にございましょうか。 

○柴田委員  このたびの教育振興基本計画のキーワードになっている用語が「ウェルビ

ーイング」だと思うのですが、例えば本市の教育委員会の教育目標の実現に向け、

基本方針に基づき策定される教育目標の基本方針のところに、市民の教育参加の推

進という文言が３番にありますけれども、これを考える時に単に社会貢献をするた

めに市民が教育参加をするのではなく、参加する市民の生きがい、やりがいという、
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ウェルビーイングと、社会貢献の相乗効果というような視点で、ここはぜひ審議を

していただければと思います。 

    また、子どものウェルビーイングという観点からは、やはり子どもの権利条例と

いうところに基づいて、先日中学生サミットを拝見したのですが、子どもが様々な

意思決定の機会に参画するような、子どもの意見表明を一層促すような政策といい

ますか取組方針について、ぜひ重点的に策定していただければと、要望したいと思

います。 

    以上です。 

○安間教育長  ありがとうございます。他にございましょうか。 

    よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは私からも同じように要望なのですが、このような項目で書くと

このような言葉になるのでしょうけれども、もうここ数年、地域の子どもは地域で

育てるというキーワードもありますし、具体的に今年の４月の校長会でも基本方針

３つほど配りましたよね。あのような話はしっかりと出して、浮き彫りに出るよう

な整合性をしっかり取れるようなものを作るのだという、そのような意識でいてい

ただきたい。委員の方は、１２月ぐらいには決まるのですよね。そうしたら今この

ような方針で行なっていますよと、資料提供して、前もって読んでもらって、４月

からの審議に入る。そのような手だても取ってほしいと、要望だけしておきます。 

    それでは、本案についての御意見をいただきたいと思います。いかがでしょうか。 

    よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、特に本案に関する御意見もないようでございますので、以上

の協議を踏まえて事務を進めていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  続いて報告事項となります。 

    放課後児童支援課から御報告願います。 

○倉田放課後児童支援課長  それでは、学校活動支援団体等に対する東京都教育委員会

感謝状贈呈に係る対象団体の決定について、御報告いたします。 
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    詳細は、北野課長補佐から説明いたします。 

○北野放課後児童支援課課長補佐兼主査  それでは、定例会報告事項資料に沿って御報

告させていただきます。 

    東京都教育委員会では、「東京都教育の日」事業の一環として、これまで長期間に

わたり学校活動の支援及び地域における児童・生徒の育成活動を続けている団体・

個人に対し感謝状の贈呈を行っております。このたび、市内の小学校区の放課後子

ども教室から２つの団体を推薦し、感謝状贈呈の対象団体として決定したことを受

け、報告するものでございます。 

    ２、決定団体を御覧ください。決定団体は、長房小学校地区放課後子ども教室「す

まいる」と、元木小学校地区放課後子ども教室「もとキッズランド」になります。 

    感謝状贈呈の対象となる条件としましては、１つ目は地域における児童・生徒の

育成活動を継続的に実施している団体であること。２つ目が、活動歴が５年以上で

あること。３つ目が、活動頻度が月１回または年１０回以上であることになります。 

    ２つの団体とも、地域の方々を中心に組織されており、子どもたちの見守りを行

う安全管理員も外部委託することなく自分たちで担っている団体になります。 

    ３、過去５年間の実績ですが、こちらにありますように本市の放課後子ども教室

では、毎年２～３団体が感謝状をいただいているところでございます。 

    裏面のほうを御覧ください。 

    ４、スケジュールですが、通常であれば１１月４日土曜日の「東京都教育の日」

に贈呈式を行うところですが、東京都に問い合わせたところ、令和５年度はコロナ

禍における自粛の流れというところもありまして、贈呈式の開催を見送ったという

ことでございました。各団体への贈呈方法は、受賞団体の希望を聞いた上で決定す

る予定でございます。 

    報告のほうは、以上となります。 

○安間教育長  只今、報告は終わりました。 

    本案について御質疑、御意見、御要望等ございましたらお伺いいたします。いか

がでしょうか。 

○伊東委員  都教委からの感謝状に関しては、分かったのですけれども、長房小学校や

元木小学校はこのような受賞をされたということについては、各学校はどのように
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知りえるのか教えていただければ、要はこれの周知の仕方についてはどのように行

われているのかを教えてください。 

○北野放課後児童支援課課長補佐兼主査  受賞した地区の放課後子ども教室、そちらを

担っている推進委員会の会長に私どものほうから電話で連絡をいたしまして、まず

こちらの受賞のほうが決定したということでお話をしております。そのような中で、

今後の感謝状の渡し方についてお話をしているというところでございます。 

○伊東委員  会長のほうにお伝えするということは分かったのですが、会長がそこで止

めてしまったらほかの学校には伝わらないのですか。このような良いことで表彰さ

れたことがモデルと言いますか、模範になって、ほかの地区に対しての啓発とか、

そういったことから考えると、もう少し何か積極的な周知活動を行う必要があるの

ではないかと思いますが、その辺についてはいかがでしょうか。 

○倉田放課後児童支援課長  御意見ありがとうございます。ほかの実施団体についても、

周知を図っていきたいと考えております。放課後子ども教室の実施団体が情報交換

会など、会長さんたちが集まって意見を交換する機会がございますので、そちらの

場をお借りして情報交換を図っていきたいと思います。 

    また学校に対しては、校長先生のほうに直接私どもから御連絡をいたしまして、

もしかしたら学校の中での放課後子ども教室の活動について周知をするような活動

をなさるかもしれませんので、事前に校長先生にはしっかり御連絡を入れたいと考

えております。 

○安間教育長  ほかにございますか。 

○守屋委員  今回２団体が受賞ということで御報告いただいたのですが、この情報交換

会で、ほかの放課後子ども教室がどのような活動をしているかということは、年に

１回冊子にまとめていただいて、確認などすることができるようにいつもしていた

だいているかと思うのですが、今回この２団体が受賞するということで、今幾つか

感謝状贈呈に当たっての項目を教えていただいたのですが、今回具体的にこの２校

が当てはまったということにはなるのですが、具体的にどのような活動が推薦に値

したのかについても、もしよかったら教えていただけると、ほかの学校さんや、ま

だ受賞を受けてないところも励みになるのではないかと思いますので、このような

機会で教えていただく時にも、ぜひ具体的に、このようなことをされて今回推薦し
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たということを教えていただければと思います。お願いします。 

○安間教育長  ほかにございましょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  では私から。今２人とも御意見が、良いことなのだから広く周知しまし

ょうよ、という話なので、ぜひ自分たちは放課後子ども教室の団体が担当なのだか

らなんて分けないで、紙を１枚作って学運協で配るなんて簡単にできるでしょう。

この資料で良いと思いますよ。それでもしできるのだったら、この長房小学校と元

木小学校の活動はこのような特色がありますよ、というものも付け加えた紙を１枚

作って、学運協で配ってもらうのが良いのではないですか。ぜひ全校の学運協で配

ってもらう。ぜひ横串で取り組んでもらいたい。 

    それでは、報告として承らせていただきたいと思います。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  以上で公開の審議は終わりますが、委員の方から何かございましょうか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  特にはないようでございます。 

    それでは、ここからの審議は非公開となりますので、傍聴の方々、大変恐縮です

が御退席をお願いいたします。 

【午前９時５８分休憩】 

  


